
2004年 4月改訂版 

百道浜校区自治連合会規約 
 
  

潮風が香る百道浜地域社会を代表する組織は、住民によって結成されている自治会・

町内会です。 この基本を踏まえ、誇りを持って次の世代へと 託せるようなまちづくり

をしていくために本規約を制定するものです。 

 
第一章 総則 

(名称及び事務所) 

第一条 本会は、百道浜校区自治連合会（以下「連合会」という。）と称し、事務所を百

道浜公民館に置く｡ 

（会員の構成） 

第二条  連合会会員は、百道浜校区の自治会長及び校区の委員会代表者等を以って構成

する｡ 但し自治会の未結成地区はマンション管理組合理事長、又は公民館だよ

り等の広報物の配布を担当する住民をもってあてることができる。 

 
第二章 目的及び事業 

(目的) 

第三条  連合会は、自治と自律の精神をもって地域の生活の自由と幸福を高めるため、

校区全体にかかわる諸問題を支え合いの心を共有しながら解決する。そして、各

委員会の協力のもとに住民を代表した自治会相互の合意形成と調整に努め、百道

浜地域の快適で安全な住み良いまちづくりを目的とする｡ 

 (事業) 

第四条  連合会は、前条の目的を達成するために公民館、各種機関、各種団体、そし

て行政当局と対等なパートナーシップをもって共働し、校区の実態に即して連

合会の目的を達成するために必要な事業を行う｡ 

 
第三章  役員 

(役員の定数) 

第五条 連合会に次の役員を置く。 

会 長     １名 

副会長     ２名 

書 記     ２名 

会 計     １名 

監 事     １名 
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監事は他の役員を兼ねることが出来ない。 

 
（役員の選任及び任期） 

第六条 １ 連合会の役員は、総会において、会員の中から選任する。但し、会長、副会

長は、原則として会員たる自治会長の中から選出する。やむえない場合は、所

属自治会の推薦を得た会員又は前会員の中から選出することが出来る。 

２ 役員の任期は、１期２年とする｡但し会員資格の保有期間とする｡また再任は

妨げないものとするが３期６年を限度とする｡但し、自治会長以外の会長、副

会長の任期は 1期 2 年とする。 

３ 役員が辞任または任期終了により欠員が生ずる場合、速やかに総会において

後任者を選任しなければならない。 但し、旧役員は後任者が選任されるま

での間、その職務を行わなければならない。 

４ 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする｡ 

５ 任期途中において第２条の会員資格を喪失するに至ったときは、役員並びに

会員としての地位を失う。 

(役員の職務) 

第七条 １ 会長は、連合会を代表し会務を統括する｡ 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故その他やむをえない事情により職務

を遂行できないときには、会長があらかじめ指名した順序によって、その職

務を代行する｡ 

３ 書記は、議事録及び必要文書の作成を行う｡ 

４ 会計は、会の会計事務を行う｡ 

５ 監事は、会計事務及び業務執行状況を監査し、年度末に会計監査報告をする｡ 

 

第三章 会議 
(総会) 

第八条 １ 定例総会は、毎月第１火（土）曜日に開催されるものとし、その日が祭日

の場合は翌日、または翌々日とする｡但し１月は第２火（土）曜日とする｡ 

    ２ 総会は、会長が招集し、会員の過半数の出席により成立する｡議長は、総会

において選出する。但し都合により出席できない会員は、所属会の役員又は

他の会員を代理人として議決権の行使を文書をもって委任することができる。 

３ 会長は、以下の事由がある場合、2 週間以内を会議日として総会を招集し

なければならない。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 全会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があった

とき｡ 
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（３） 監事が、会計または業務執行について不正の事実を発見し開催を求めた

とき。 

（４） 前項（２）、（３）の場合において、会長が所定の期間内に総会開催の招

集通知を発しないときは、請求者においてこれを発する。 

（総会の議決） 

第九条 議決は、この規約に定めるもののほか、役員を含めた出席した会員の過半数

を持って決定するものとする。議長は議決に参加できないが、可否同数のとき

は議長がこれを決する。 

（総会の傍聴及び議事録） 

第十条 百道浜校区の住民は総会を傍聴することができ又会議の議事については、審議

内容、議決内容等について記載した議事録を作成し公開しなければならない｡ 

(役員会) 

第十一条 １ 役員会は、総会に付議すべき事項、総会の決議した事項の執行等につい

て協議するため、原則として月１回会長がこれを招集する｡ 

      ２ 役員会は、会長、副会長、書記、会計でこれを構成する｡なお、役員会

は必要に応じ、学識経験者等の意見を聴することができる。 

 

第四章 会計 
(事業計画及び事業報告) 

第十二条 １ 連合会の事業計画案及び予算案については、役員会においてこれを作成

し、原則として毎会計年度開始前に総会の議決を経て成立するものとする｡

これを修正する場合も総会の議決をもって行う｡ 

     ２ 本会の事業報告及び決算は、役員会において会計帳簿と事業報告、収支

計算書を作成し、監事の監査を経て、会計年度終了後、最初の総会の承認

を受け公開しなければならない｡ 

(会計年度) 

第十三条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする｡ 

(会費) 

第十四条 １ 本会会員のうち各自治会長（町内会長）は、毎年４月末までに当該年度

の連合会費を納めなければならない｡ 

    ２ 会費は、所属会一世帯あたり年額１００円とする｡ 

第十四条の二 連合会は、寄付金を受け入れることができる。（平成 14 年 12 月定例総会承認付加） 

 

第五章 規約の変更 
 
第十五条 この規約は、連合会会員の３分の２以上出席の総会において、出席会員の３
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分の２以上の決議を持って変更することができる｡ 

 
第六章 細則 

 
第十六条 この規約の施行について必要な細則は、総会の議決を経て会長がこれを定め

る｡ 

 
附則 

 
１．この規約の改正は、平成１６年３月６日より施行する。 

２．校区の委員会代表者等とは、会長又は副会長に選出された前会員（任期は 1期 2年）、

ＰＴＡ会長、青少年育成協議会会長、交通安全推進委員会会長、体育振興会会長、

ごみ減量・リサイクル推進協議会会長、公民館館長、老人会会長、民生委員をいう｡

（平成 14 年 11 月定例総会改正：公民館主事→公民館館長） 

３．規約の平成１４年７月２日施行による当初の役員任期は、平成１４年７月１３日よ

り平成１６年３月３１日までとする。 

＊連合会の当面の第一義的目的は、自治会の確立された地域の経験及び各種の人的つな

がりを生かし、全地区に自治会を確立させることである。 

＊確立された地区の自治会とは、規約が制定され、会費の徴収がなされ、定例的に役員

会が開催され、年１度以上の総会で、予算、決算、事業報告等がなされる自治会をい

う。 

＊連合会の顧問及び会長等の役職経験者は、第１２条の規定により、豊富な経験を有す

る学識経験者等として、必要に応じ役員会や総会の場でその意見を聴することができ

る。 

予算執行細則 

 

１．連合会の総会、役員会における配布資料及び各組織体に配布必要枚数の印刷費・用

紙代は、印刷・消耗費として連合会の予算より執行する。 

２．百道浜公民館において行われた連合会の総会、役員会におけるペットボトルによる

お茶・コップ代は会議経費として連合会の予算より執行する。 

３．それ以外の連合会の役員会間、会員間の飲食、また対外折衝のための役員・会員含

む飲食はすべて当事者負担とする。 

４．連合会会長名の預金通帳（キャッシュカードは作成しない）を作成し、通帳は会計

が保管し、印鑑は会長（「会長がやむ得ない事情により職務を遂行できないとき」は、

指名した順序による副会長）が保管する。 

（連合会の平成１４年８月定例総会承認：付加） 


